
№ 該当箇所 質問 回答

1

仕様書(案)特記仕様書１

項番１⑴

及び特記仕様書４

項番１⑴

案内書の作成、印刷を再委託することは可能でしょうか？ 文京区標準契約約款（委託）

（一括委任の禁止）

第３条 乙は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を、一

括して第三者に委託することができない。

と規定されておりますので、案内書の作成、印刷のみであれば、再委

託していただくことは可能です。ただし、文京区長宛ての再委託協議

書原本（代表者の押印済）の提出が必要となります。

2

仕様書(案)特記仕様書２

項番２⑴

指導は、初回面談を含む個別面談による指導３回（１回40分程度）、電

話による指導 ４回（１回20分程度）を行うことを基本とし、保健指導利

用者のニーズに沿った内容 とする。

とありますが、こちら40分を超過することは可としていただくことは可

能でしょうか？（基本が60分～90分でも可としていただけるか）

面談時間は、仮に超過しても、約60分程度を目安とし、次の相談者の

予約時間を考慮した上で面談時間を設定してください。

3

仕様書(案)特記仕様書２

項番５⑴

指導に従事する者は、本プロポーザル選考のために採用するのではなく、

正規の社員である者、など資格の制限はありますでしょうか。

仕様書どおり、保健師等の資格をお持ちであれば、特に正規の社員で

ある者などの制限はございません。

4

仕様書(案)特記仕様書２

項番５⑵

社内に常勤の医師がいて定期的にケースカンファをすることが望ましいと

思われますが、医師の配置やケースカンファの制限などはありますでしょ

うか。

医師の配置やケースカンファなどの制限はございません。

仕様書のとおり、専門医による講習やガイドラインの確認等により、

あらかじめ介入に必要な知識及び技術を習得した方による指導として

ください。

5

仕様書(案)特記仕様書２

項番９⑶

簡易検査キット

具体的にご教示くださいます様お願い致します。

簡易検査キットの指定は特にございません。

保健指導期間にかかりつけ医等での検査を受けられていない等、保健

指導前後の数値が確認できないような場合に、本人の希望があれば、

簡易検査キットによる検査を行うという可能性を想定しています。
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6

仕様書(案)特記仕様書２

項番９⑶

簡易検査キットの結果報告 受託者は、保健指導終了者のうち希望する者

に対して、簡易検査キットを使用して クレアチニン（CRE）やHbA1c等

の測定を行い、それによって保健指導前後の検査値の 改善状況を確認

し、事業報告書兼評価書においてその結果を報告することとする。 な

お、簡易検査キットは受託者の負担で用意すること。とありますが、

簡易検査キットの指定はございますでしょうか。また、希望者のみ測定を

するとありますが、前年度の測定数実績をご教示ください。

簡易検査キットの指定は特にございません。

かかりつけ医等での検査で数値の把握ができる方がほとんどですの

で、前年度の簡易検査キットでの測定数実績は０件です。

7

仕様書(案)特記仕様書４

項番４

フォローアップ保健指導の実施 保健指導の実施に当たっては、前年度の

個別支援計画等をもとに実施する。

について、前年度の支援情報をどのような形式、項目でいただけるかご教

示ください。

区から対象者リストを提供しますが、前年度の支援情報について、必

要な情報についても、区と協議のうえ、決定し、提供いたします。

8

仕様書(案)特記仕様書４

項番５

フォローアップ保健指導の内容は、その指導の回数を個別面談による指導

１回（40分 程度）、電話による指導１回（20分程度）を行うことを基本

とし、これ以外については、 「特記仕様書２保健指導の実施」における

「２指導内容」に準ずる取扱いとする。

とありますが、フォローアップ保健指導の個別面談対応が不可の場合、電

話による指導2回とさせていただく事は可能でしょうか？

保健指導の実施に当たっては、特記仕様書２保健指導の実施 ２指導内

容 ⑴のとおり、面談による指導1回を、電話による指導1回に置き換え

ることは、原則できません。対面での面談が難しい場合、Webによる

面談にしていただくことは可能です。

9

仕様書(案)特記仕様書４

項番８

受託者は、毎月の指導が完了した後に、当月に完了した指導について、件

数、内容（フ ォローアップ保健指導利用者の氏名、被保険者記号、被保

険者番号、指導内容、指導日 等）を記載したものを「フォローアップ保

健指導完了報告書（月次）」として区に提出す る。

とありますが、月次ではなく全ての指導完了月の翌月末の提出とさせてい

ただく事は可能でしょうか？

仕様書どおり、毎月の指導が完了した後に、当月に完了した指導につ

いて、月次で提出をお願いします。
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10

企画提案書等作成要領１ 企画提案書

A4判縦両面印刷にて10頁以内で作成すること　と　ございます。

A4判縦5枚以内でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

11

企画提案書等作成要領３⑵ 「⑵実績は 令和元年度以降に受託した糖尿病性腎症重症化予防事業にお

けるものとし、発注者 、業務名 及び業務概要 、契約期間、契約金額及び

契約方式について最大５件まで記載すること。

また、その中から区市町村国民健康保険（又は後期高齢者医療制度）事業

のものを任意に選択し、対象者への送付物及び保健指導教材等の資料を１

部提出すること。」とあります。

後半の「また、」以降に関して、重症化予防の要素が入った保健事業と介

護予防の一体的実施の実績のものを選択してもよろしいでしょうか。

糖尿病性腎症重症化予防が含まれた内容の契約実績のものであれば、

問題ありません。

12

令和6年度契約実績について 令和６年度の事業者名、契約金額をご教示ください。 令和６年度は、国保と後期が別々の契約となっていますが、委託事業

者名及び契約金額については、本回答でお示しすることはできませ

ん。

情報公開請求で請求後の開示となります。

13

データの授受について データの授受方法をご教示ください。 データの授受については、区が提供するBOXクラウド型オンラインス

トレージサービスへの格納による方法で提出いただきます。プロポー

ザル参加希望書に記載いただいたメールアドレス宛に、提出先につい

て、個別にご案内いたします。


